
６２０１０．５市報たく

行政からのお知らせ　　

　

市
で
は
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
と
生
活
環
境
の
向
上
の
役
割
を
担
い
つ
つ
「
住
み
た
い

美
し
い
ま
ち
多
久
」
の
実
現
に
向
け
て
、
年
次
計
画
に
基
づ
き
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
に
整
備
を
行
っ
た　

ヘ
ク
タ
ー
ル
が
平
成　

年
３
月　

日
か
ら
新
た
に
供

２１

１４

２２

３１

用
を
始
め
、
下
水
道
へ
の
接
続
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
供
用
を
始
め
た
地
域
の
み
な
さ

ん
に
は
、
３
年
以
内
に
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
下
水
道
へ
の
管
接
続
工
事
は
多
久
市
排
水
設
備
工
事
指
定
店
以
外
の
業
者
は
施

工
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

■
供
用
を
始
め
た
地
域

　
【
北
多
久
町
】　

中
多
久
・
多
久
原
・
山
犬
原
・
中
の
原
・
中
山
・
荕
原
の
各
一
部
区
域

　
　
　

■
問
い
合
わ
せ　

都
市
計
画
課　

下
水
道
係
（
東
庁
舎
２
階
）
☎　

−

２
１
７
９

７５

多久市公共下水道で供用を始めた区域

今回供用開始区域■

 すでに供用している区域■

多久みず環境保全センター

平
成　

年
度
公
共
下
水
道
整
備
区
域
の
供
用
を
始
め
ま
し
た
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仕
国
民
健
康
保
険
税
の
限
度
額
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
き
上
げ
ま
す

　

保
険
税
の
賦
課
限
度
額
が
平
成　

年
度

２２

分
か
ら
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

仕
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の
保
険
税
の

　
　
　
　
　
　

軽
減
期
間
を
延
長
し
ま
す

　　

勤
め
先
の
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
方

が
、　

歳
に
な
る
と
後
期
高
齢
者
医
療
制

７５

度
へ
加
入
し
、
そ
の
方
の
扶
養
者
は
国
民

健
康
保
険
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
の
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減

す
る
期
間
は
、
資
格
取
得
か
ら
２
年
間
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
当
分
の
間
、
期
間

を
延
長
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係　

☎　

−

２
１
５
９

７５

仕
勤
め
先
の
都
合
で
失
業
し
た
方
の

　
　
　
　
　
　
　

保
険
税
を
軽
減
し
ま
す

　

保
険
税
の
計
算
は
、
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
算
定
し
ま
す
が
、
勤
め
先
の
都
合
で

失
業
し
た
方
の
保
険
税
は
、
前
年
の
給
与

所
得
を
１
０
０
分
の　

と
み
な
し
て
算
定

３０

し
ま
す
。

■
対
象
者　

　
　
　

歳
以
下
の
方
で
、

６５

　

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

　

（
倒
産
、
解
雇
等
の
事
業
主
の
都
合
に

　
　

よ
り
離
職
し
た
方
）

　

②
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
を
持
つ

　
　

特
定
理
由
離
職
者

　

（
雇
用
期
間
満
了
等
に
よ
り
離
職
し
た

　
　

方
）

■
軽
減
期
間　

　
　

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら

　

そ
の
翌
年
度
末
ま
で

　

※
平
成　

年
度
中
に
離
職
し
た
方
は
、

２１

　
　

平
成　

年
度
に
限
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

２２

■
申
請
方
法

　
　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
印
鑑
を

　

持
っ
て
、
市
民
生
活
課
保
険
年
金
係
の

　

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

  

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た

保険税の賦課限度（課税の上限）額

平成２２年度
から改正前保険税の内訳

５０万円４７万円 医   療   分

１３万円１２万円後 期 高 齢 者
支  援  分

１０万円１０万円介　護　分
（４０～６４歳）

７３万円６９万円合  計  額


